
PFI事業に係る実施方針の策定の見通し（令和８年度） 

 

令和８年５月１３日 

川崎市 

 

特定事業の名称 川崎市立学校体育館等空調設備整備事業 

期 間 事業締結日から令和２４年３月末まで（予定） 

概 要 市立学校体育館等の整備及び維持管理 

公共施設等の立地 川崎市立小中学校 

実施方針を策定する時期 令和８年５月 

 

※この見通しは、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法津」（平成

１１年法律第１１７号）第１５条第１項の規定により公表するものです。 


